
 
 

 
 
 

第 17 回 塩屋まちづくり推進会 総会  

日時 2022 年 6 月 26 日（日）午前 10：00～ 

 
会場 塩屋地域福祉センター 

 

1．はじめに  

開会あいさつ 
会長あいさつ 
成立要件の確認，議長選出，書記・議事録署名人 任命 

 

2．審議事項 

第１号議案 2021 年度 事業報告 
第２号議案 2021 年度 収支決算報告 
第３号議案 2021 年度 監査報告 
第４号議案 役員改選（案） 
第５号議案 2022 年度 事業計画（案） 
第６号議案 2022 年度 収支予算（案） 

 

3．報告事項 

□会議運営規則（修正版） 
□規約改正（2023 年度）について 
□都市計画道路・塩屋多井畑線整備に関する報告（神戸市） 
□各活動の紹介 
・9 丁目市営住宅跡地の活用 
・塩屋谷川の活用 
・「塩屋景観ガイドライン」刷新版の作成 
・塩屋コミュニティバス「しおかぜ」を補完する手段について 
・塩屋小学校東側斜面地の活用について 

 
閉会あいさつ 
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第１号議案 2021 年度 事業報告 

（事業年度 2021 年 4 月 1 日～2022 年 3 月 31 日） 

か 

 

 

 新型コロナウイルス感染症が蔓延してから今年で 3 シーズン目となり、世界情勢も不穏の度を増

してきていますが、それだけに日常を心穏やかに生き生きと過ごせることが如何に大切かを実感さ

せられる場面も多くなっています。 

 塩屋まちづくり推進会（以下推進会）の活動としては、3 密となるようなイベントは引き続き回

避せざるを得ませんが、改定作業中の「塩屋景観ガイドライン（試験運用版）」に定めた地域方針

を下敷きにして、9 丁目市営住宅跡地の整備、塩屋谷川を中心とした自然との共生等、屋外での作

業を進めると同時に、各種感染対策を施しつつ、可能な範囲で必要な協議を行いました。 

そのほか、地域安全、塩屋海岸の利用、コミュニティバス「しおかぜ」を補完する交通手段、道路

問題等の課題についても、継続して検討を進めています。 

 このところ塩屋地区には毎年新しい人の移入があり、住民層も少しずつ変化しつつある一方で、

塩屋の町からは、町の表情を形作ってきた建物やディテールが目立たない所で失われていっていま

す。 

新しい住民の自発的な視点を生かしつつ、地域の歴史文化資産を町全体で引き継いでいくことによ

り、町の魅力を重層化していくことが今後の課題となっています。 

  

【定例勉強会開催日】 

2021 年 4 月 1 日、4 月 21 日、6 月 3 日、6 月 16 日、7 月 1 日、7 月 21 日、8 月 5 日、9 月 2 日、

9 月 15 日、10 月 7 日、10 月 20 日、11 月 4 日、11 月 17 日、12 月 2 日、12 月 15 日、2022 年 1

月 6 日、1 月 19 日、2 月 3 日、2 月 16 日、3 月 3 日、3 月 16 日 

 

 

 

1. 地域資源の保存・共有・継承活動 
存命の昔の塩屋を知る方々からの聞き取りを行い、蓄積した情報を、元塩屋在住の方の協力により、

文字化する作業を進めている。 

またその際、語り部に直接内容の再確認を依頼し、細部の表記や文言の誤りを訂正する作業も同時

に行っている。 

 

2. 地域の文化遺産の継承 
1） 旧後藤邸の継承 

 前年度末に、神戸市行財政局資産活用課より役員に対し、兵庫県の土砂災害特別警戒区域指定

を踏まえた今後の旧後藤邸取り扱いについての説明・相談があったため、それを受け、地域住

民の参加による市との意見交換会を開催した（しおやまち縁カフェと共通開催）。 

 

市の説明は、洋館部分を保存するためには、和館部分の解体を容認せざるを得ないであろうという

◆まちの「魅力」の発見・共有・育成◆ 

◆活動概観◆ 
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内容であった（担当野澤氏）。 

それに対し、参加者より、一度失った文化遺産は二度と復活させることはできないという事実に対

する懸念が多数表明され、地域としては拙速な和館部分の解体の決定は回避すべきという意見でほ

ぼ一致した。 

→2021 年 4 月 24 日（次セクション 7. しおやまち縁カフェ参照） 

 

2）旧ジョネス邸移植プロジェクト 天理教田鶴教会 

旧ジョネス邸の残存部材を後世に継承するため、地域有志で作る「旧ジョネス邸を次代に引き継ぐ

会」が中心となり、「旧ジョネス邸移植プロジェクト」として、保存を兼ねた現役の建築への活用

を進めているが、本年度は天理教田鶴教会への施工が完了し、田鶴教会の高井氏より推進会に対し、

その報告と、教会を地域のために開かれた場所として活用したい旨の申し出があった。 

 

この他、ryucafe、PROTO など 3 丁目路地店舗への部材移植が進み、通りの趣が増した。 

 

3. 塩屋景観ガイドライン 
「塩屋景観ガイドライン（試験運用版）」（以下「ガイドライン」）については、将来の条例化も見

据え、その考え方の普及・共有を進めることが重要な課題となってきている。 

また、活動概観でも触れたように、町の表情が徐々に失われている状況に鑑み、条例化に際しては、

そのような「塩屋らしさ」を担っている具体的な諸要素を継承するための枠組みの整備も進める必

要が出てきている。 

 

本年度は「公益財団法人 ルネッサ地域文化振興財団」の助成事業には採択されなかったため、次

年度の改訂に向けたデザイン・レイアウトと内容の予備検討を進めた。 

 

また昨年度同様、「しおやまち縁カフェ」においても、補足的情報・アイデア収集作業と記述内容

の整理を行った。 

→2021 年 5 月 21 日、6 月 10 日。（次セクション 7. しおやまち縁カフェ参照） 

 

4. 自然環境保全・共生活動 
まちの魅力育成、世代間交流の場の充実、景観の質向上等を目的として取り組んでいる。 

 

1）塩屋谷川清掃 

ほぼ毎月 1 回の割合で、塩屋谷川清掃を実施（第 1 日曜、雨天中止）。 

一昨年度より、川歩きイベント開催とも併せて実施している。 

次年度より実施日を毎月第 1 土曜日とする予定である。 

 

2）水と緑の空間整備 

 2021 年 8 月 22 日 本年度は 8 月 21 日・22 日と 2 日連続で「塩屋谷川で遊ぼう」と題した塩

屋谷川を歩くイベントを企画したが、初日は雨天中止のため、22 日のみ地域の子供達を交えて

コープミニ付近から中野センター付近まで歩いて、塩屋谷川の生物に親しんだ。 

その中で、中野センター付近が水と緑の空間整備において一つの拠点となりうることを確認し
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た。 

 

3） 海岸の利用 

 2022 年 2 月 18 日 明石や淡路での水上オートバイの危険走行・事故をきっかけとして、条例

改正の動きが出ているが、周辺環境や他の利用者の安全との両立を図り、誰にでも開かれた海

岸として残していくという観点から、隣接他地区と足並みを揃えるべく、兵庫県知事と兵庫県

警察本部本部長宛に「塩屋浜における水上オートバイの航行規制に関する要望書」を提出した。 

 

しおや浜・海上イベント実行委員会との共催活動である「しおや浜・海上イベント」は、コロナ禍

の影響により本年も中止となった。 

 

5. 「まちのあり方」についての情報交換 
1） しおやあれやこれや 

推進会で検討しているさまざまなテーマについて、塩屋内外の トークゲストによる事例・研究紹

介や座談会を通した情報交換、知見の多角化を行っている。 

 

 2022 年 3 月 12 日 しおやあれやこれや Vol.15「まちと小さな交通」開催。 

日本総合研究所・井上岳一氏、フリーライター・スズキナオ氏と地域住民・関係者による、小さな

町の公共交通の可能性や各地の取り組みの紹介と、地域交通のあり方についての意見交換を行った。 

 

2） ハイパー縁側 

市営住宅跡地の整備にも協力してくださっている東邦レオ株式会社、双日株式会社の協力により、

塩屋を舞台にしたさまざまな場所で「まちやそこで活動する人を知る」トークセッションを開催し

た。 

 

 2021 年 12 月 3 日 旧グッゲンハイム邸 ゲスト：森本アリ氏 

 12 月 13 日 シオヤコレクション ゲスト：澤井まり氏 

 2022 年 1 月 30 日 橋本健史建築設計事務所 ゲスト：橋本健史氏 

 3 月 13 日 市営住宅跡地 ゲスト：橋口陽平氏 

 

 

 

1. 空地活用 
防災・コミュニティの場・景観ガイドラインの実践の場等の多面的な機能を持った地域スペースと

して、空地の活用検討を進めている。 

 

1） 塩屋小学校東側空地整備 

現在はコロナ禍の影響もあり、特筆すべき進展は無いが、地域で取りまとめた整備方針案と神戸市

の整備計画案の乖離が大きく、また塩屋小学校の避難経路が変更になったため、整備方針案の有効

性も一部失われたことから、改めて塩屋小学校との協議を進めることを定例勉強会にて確認した。 

 

◆日常の「安心」を支えるしくみづくり◆ 
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2） 9 丁目市営住宅跡地活用 

草刈りと並行して植物の定植実験なども行いつつ、活用のアイデアを募っている。 

本年度は、兵庫県の県民まちなみ緑化事業の助成金を取得して、樹木の定植に取り組んだ。 

また、神戸市により企業公募事業が実施されることになったため、民間事業者との協力体制を検討

することとなった。 

 

 整備作業・ミーティング実施日：2021 年 4 月 20 日、5 月 23 日、6 月 9 日、6 月 26 日、7 月 8

日、7 月 18 日、8 月 8 日（ミーティングのみ）、9 月 9 日、9 月 19 日、10 月 14、10 月 24 日、

11 月 11 日、11 月 21 日、12 月 5 日、12 月 15 日、2022 年 1 月 15 日、1 月 30 日、1 月 31 日、

2 月 12 日、2 月 23 日、2 月 27 日、3 月 5 日、3 月 13 日 

  2021 年 11 月 17 日 神戸市企画調整局政策調査課・岩出氏より、市営住宅跡地の企業公募事

業の説明があった。 

 11 月 21 日 近隣への取り組み周知のための説明板を設置した。 

 11 月 23 日 樹木育成のため県民まちなみ緑化事業の助成金を取得した。 

 12 月 15 日 神戸市建築住宅局住宅整備課・加藤氏より市営住宅跡地の測量についての説明が

あった。 

  2022 年 1 月 5 日〜14 日 神戸市建築住宅局住宅整備課による測量用伐採実施。 

 3 月 16 日  神戸市企画調整局政策調査課・岩出氏より、市営住宅跡地の企業公募事業の情報

共有があった。 

  3 月 22 日 兵庫県より県民まちなみ緑化事業の検査を受けた。 

  3 月 31 日 県に県民まちなみ緑化事業の報告を行った。 

 
2. 塩屋将来ビジョン（仮称） 
2019 年に神戸市に提出した「中野センター周辺エリアの活用イメージ」および「活用にむけた要

望書」をもとに、引き続き具体的な活用計画を作成するための検討を進めている。 

本年度は、市の都市計画による整備を念頭に、各エリアで行政対応が必要となる取り組みについて、

整理を行った。 

特に中野センター付近は、都市計画事業区域に掛かっており、老朽化した建物周辺の安全確保もそ

の事業進捗に左右されることから、来年度も引き続き、整備方針の具体化を集中的に進めることと

した。 

 
3. まちの安全対策 
昨年度から引き続き、未完了の安全対策のうち、対応の目処が立ったものから順次対策を講じてい

る。 

 

 2021 年 9 月 3 丁目南の見通しの悪い T 字路に、東部自治会の協力と市の私道整備助成金を

得て、カーブミラーを設置した。 

 8 月 5 日 中野センター安全確認のため建物状況の視察を行った。 

 2022 年 3 月 16 日 中野センター内の通路に代わる外部の代替道路の提案を受けた。 

 

 



5 
 

4. 私道問題の共有 
 2022 年 2 月 3 日 地域共通の私道問題の共有 

塩屋地区は私道が多く、それが地域特性に寄与している一方でインフラ整備などの障害になっ

ていることも多いことから、典型的な困難を抱えている塩屋町 8 丁目（望海台）でアドバイザ

ーを務められている、地域在住の浅見雅之氏（人・まち・住まい研究所）から、その問題点に

ついての説明を伺った。 

 

5. コミュニティバス「しおかぜ」（「塩屋コミュニティバスを走らせる会」としての事業） 
 2021 年 8 月 累計乗車人数 10 万人を記念して記念乗車券を発行した。 

 11 月 17 日 しおかぜ事業に先行して塩屋町 8 丁目（望海台）で行われるオンデマンド実験事

業の説明が、神戸市都市局公共交通課の平野氏よりあった。 

 2022 年 3 月 12 日 「しおやあれやこれや『まちと小さな交通』」で塩屋コミュニティバスを

走らせる会会長兼当会会長の原田と山陽タクシー株式会社社長・伊東氏、神戸市都市局公共交

通課・平野氏が登壇し、しおかぜの現状を説明した。 

 望海台での取り組みを始め、塩屋の公共交通の空白地帯に対し今後どう対応していくのか、検

討を進めていくための知見を得ることができた。 

 
6. 都市計画道路・塩屋多井畑線整備 
引き続き神戸市による測量と予備調査が進行中。 

調査・測量その他の進捗状況に合わせて協議を行いながら、今後の事業化を進めていく。 

本年度は、事業化に関する特記事項は無し。 

 

7. しおやまち縁カフェ 

概ね毎月 1 回、「しおみちゃんの家」（商店会会館）にて実施。 

議論の場ではなく、誰でも気軽に参加できるコミュニティ育成の場を提供している。 

 

定例勉強会の議題を補完するアイデアや情報交換の場として、必要に応じてテーマを設定して開催

した。 

 

 開催日：2021 年 4 月 24 日「旧後藤邸ワークショップ」、5 月 20 日「景観ガイドライン」、6

月 12 日｢景観ガイドライン」、7 月 10 日 、8 月 28 日、9 月 25 日、10 月 16 日 、11 月 13 日、

12 月 18 日「中塚氏の『塩屋の話』」、2022 年 1 月 15 日「市の助成金交付基準変更について」、

2 月 19 日、3 月 19 日「市営住宅跡地の公募事業・事業者提案」 

 

 

 

 ◇2021 年 12 月 18 日 本山北町まちづくり協議会、神戸市都市局景観政策課による塩屋訪問・

視察を受けた。 

 

寄付金、助成金などを活用して自主財源の確保を図ったが、活動費用を満たすには至らなかった。

◆その他◆ 
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第２号議案 2021 年度 収支決算報告 

収入の部 

科 目 予算額（円） 決算額（円） 摘 要 

繰越金 ３９６，３９３ ３９６，３９３ 前年度繰越金 

まちづくり活動助成金 ３００，０００ ３００，０００ まちづくり活動助成金 

 ３，４００，０００ 県民まちなみ緑化助成事業補助金 

事業収益・寄付 ２０，０００ １８，７００ 見聞録頒布代、寄付 

利息 － ４ 利息 

合   計 ７１６，３９３ ４，１１５，０９７  

 

支出の部 

科 目 予算額（円） 決算額（円） 摘 要 

2020 年度まちづくり 

助成金返還 
１１３，４４０ １１３，４４０

 

印刷費 

ニュースレター等 

発行 
１５０，０００ １００，０００

ニュースレターNo.35 50,000 円 

ニュースレターNo.36 50,000 円 

総会資料・定例会資料 ３３，０００ ７８，３８５

総会資料 35,875 円 

定例会資料 33,510 円 

大判資料 9,000 円 

活動案内 ５，０００ １４，３７４
月例会行事他案内ポスター  

14,374 円 

景観ガイドライン 

（2021 年試験運用版） 
１０，０００ ０  

通信費 

ニュースレター等 

配布料 
９５，０００ ６６，５００

ニュースレターNo.35 31,500 円 

ニュースレターNo.36 35,000 円 

事業費 

まち縁カフェ 

会場使用料 
１２，０００ １１，０００

まち縁カフェ会場使用料 

1,000 円×11 回 

イベント保険 ２０，０００ ２，０００ 3/5、3/13 草刈りボランティア保険 

市営住宅跡地看板 

作製費 
３０，０００ ２５，４３７

小物類 5,437 円 

看板作成 20,000 円 

協賛金 １０，０００ １０，０００
塩屋コミュニティバスを走らせる会

への協賛金 

県民まちなみ緑化事業 ０ ３，４００，６６０ ※振込手数料 660 円含む 

事務費 

事務用品費 他 ５，０００ ２，３０４  

予備費 ２３２，９５３ －  

小   計 ７１６，３９３ ３，８２４，１００  

次年度繰越金 － ２９０，９９７  

合   計 ７１６，３９３ ４，１１５，０９７  
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第３号議案 2021 年度 監査報告 
 

塩屋まちづくり推進会の 2021 年 4 月 1 日から 2022 年 3 月 31 日までの収支決算報告ならびに特

別会計収支決算報告に関し、関係証憑書類を監査照合した結果、いずれも厳正的確に処理されてい

たことを認めます。 

 

2022 年 6 月  日  監査  今井 まさこ ㊞ 

監査  白國 高太郎 ㊞ 
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第４号議案 役員改選（案） 

 

規約より 

 

【役員・監査】 

第７条 本会に次の役員及び監査をおく。 

 

会 長   １ 名 原田幸男（塩屋町 9 丁目） 

副会長   ２ 名 森本アリ（塩屋町 4 丁目） 高田知紀（塩屋町 5 丁目） 

事務局長  １ 名 信森徹（塩屋町 3 丁目） 

会 計   ２ 名 山本洋一（塩屋町 8 丁目） デュルト・サラ（塩屋町 2 丁目） 

幹 事   若干名 中塚信昭（下畑町下代）  松本徹（塩屋町 1 丁目） 

   松隈章（塩屋町 4 丁目）  澤井まり（塩屋町南谷） 

   高橋ひでのり（塩屋町 3 丁目） 久富央治（塩屋町 4 丁目） 

山森彩（塩屋町 5 丁目）  大川孝実（塩屋町 8 丁目） 

監 査   ２ 名 今井まさこ（塩屋町 9 丁目） 白國高太郎（塩屋町大谷） 

 

 

 

 

【役員・監査の任期】 

第８条 役員及び監査の任期は、２ヶ年とする。 

① 役員及び監査は再任することができる。 

② 補充又は、増員による役員及び監査の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

 

【役員・監査の選任】 

第９条 役員及び監査の選任は、次の各号に掲げる方法で行う。 

① 役員及び監査は、総会において選出する。 

② 会長、副会長、会計及び事務局長は、役員の互選により選出する。 
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第５号議案 2022 年度 事業計画（案） 

 

＜運営の基本方針＞ 

・ 誰でも自由に参加し意見交換ができる場として、「定例勉強会」を原則として月 1 回開催しま

す。 

・ まちづくりに人や社会についての現代的知見を適切に取り入れるため、専門家や先進事例を持

つ他地域との交流を積極的に行い、協議の質の向上を図ります。 

・ 地区住民等の参加を広く呼びかけるとともに、ニュースの発行および掲示板・ウェブサイトの

活用により、会の活動やまちづくりの情報を発信・共有します。 

 

 

 

・ 地域の歴史や文化・自然環境についての情報を収集し、これまでの蓄積とともにまちづくりの

基礎情報として積極的に活用します。 

・ 「塩屋らしさ・塩屋ならではの良さ」を改めて探り、共有し、それらを守り、育てるための基

本的な考え方や視点を示した「塩屋景観ガイドライン（試験運用版、以下「ガイドライン」）」

の充実を図り、普及に努めるとともに、制度化に向けて継続的に意見を募集します。 

・ 同時に「ガイドライン」の実例を一覧にした「（仮称）景観資源カタログ」の充実を図ります。 

・ 地域に根ざし、地域固有の表情を生み出している文化遺産の継承・活用を進めます。 

・ 地域の伝統行事や生活習慣の継承を図ります。 

・ ガイドラインの考え方を踏まえ、コミュニティの形成、防災・安全、地域資源の活用と魅力発

信等を総合した「次期まちづくり構想」提案に向けた検討を進めます。 

・ 海、川、山のつながりを一体のものと捉え、誰もが平等にアクセスできる開かれた空間として

将来に引き継ぐため、親水イベントを実施し、住民の塩屋谷川や塩屋浜、自然環境への関心と

理解を深めます。 

 

 

 

・ まちづくりのテーマに沿ったイベント開催等を通じて推進会を PR するとともに、活動への理

解と参加を促します。 

・ イベントの場において積極的に情報交換を行い、定例勉強会での検討内容を補完します。 

・ 多様な人材の日常的な交流を促すことにより、自発的に活動に関わり、まちの良さを見出し、

発信していけるような人材の育成に努め、地域を支える「人のネットワーク」強化を図ります。 

・ 塩屋コミュニティバス「しおかぜ」の普及に向けた取り組みを進め、人の交流を促進します（「塩

屋コミュニティバスを走らせる会」としての活動）。 

・ 「しおかぜ」を補完する交通手段のあり方についても、検討を進めます。 

・ 「提案書」「再提案書」「回答書」に基づき、引き続き神戸市との協議のもと、都市計画道路・

塩屋多井畑線の整備を推進します。 

・ コミュニティバス経路沿い全域を対象に、緊急の歩行者安全対策を進めるとともに、歩行者ネ

ットワーク整備のため、神戸市との協議を進めます。 

◆まちの「魅力」の発見・共有・育成◆ 

◆日常の安全・安心、人のつながりを支えるしくみづくり◆ 
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・ 災害時の避難路整備、地域の危険箇所の点検と改善、安全情報の共有、人的協力体制など、総

合的な視点で地域安全に取り組みます。 

・ 9 丁目市営住宅跡地をはじめとした、交流の場、防災スポット、景観ガイドラインの実践の場

などを兼ねる、地域の自発性を生かした空地活用を進め、それぞれのエリアに適した塩屋らし

く創造的な空間として整備します。 

・ 中野センター周辺の具体的な整備方針を取りまとめ、早期の用地買収を神戸市に働きかけます。 

・ 中野センターを中心として「駅前〜大谷交差点周辺」の性格の異なるエリアを歩行者動線で結

び、「（仮称）塩屋将来ビジョン」として塩屋谷川も含む 面的整備を進めるための検討を行い

ます。 

・ 塩屋の私道など、道路事情に関する調査研究を進めます。 

 

 

 

・ 自主財源の確保を進めます。 

 

 

◆その他◆ 
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第６号議案 2022 年度 収支予算（案） 

 

収入の部 

科 目 金 額（円） 

繰越金 ２９０，９９７

まちづくり活動助成金 ３００，０００

事業収益・寄付 他 ２０，６６０

合 計 ６１１，６５７

 

支出の部 

科 目 金 額（円） 

印刷費 ２０５，０００

ニュースレター等発行（3 回） １００，０００円 ―

総会・定例会等資料 ８０，０００円 ―

活動案内 １５，０００円 ―

景観ガイドライン（2022 年試験運用版） １０，０００円

通信費 ７０，０００

ニュースレター等配布料（3 回） ７０，０００円 ―

事業費 ８２，０００

まち縁カフェ会場使用料（12 回） １２，０００円 ―

市営住宅跡地看板作成費 ３０，０００円 ―

協賛金 １０，０００円 ―

イベント保険 ３０，０００円 ―

事務費 ５，０００

事務用品費 他 ５，０００円 ―

予備費 ２４９，６５７

合 計 ６１１，６５７
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